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公共工事設計労務単価について、本案件は門真市の予
定価格算出の上では｢平成30年3月から適用する公共
工事設計労務単価｣である旧労務単価を採用されている
と考えて宜しいでしょうか。又、上記の通りであれ
ば、契約後に｢平成31年度3月から適用する公共工事
設計労務単価｣(国や大阪府ほ特例措置として協議する
ことが出来る｡とされている。)に基づいて請負代金の
変更協議及び請求することが出来るのでしょうか。ご
教示下さい。

公共工事設計労務単価については「平成31年3月か
ら適用する公共工事設計労務単価」を採用していま
す。
なお、契約後に労務単価の著しい変動があった場合
は、変更協議及び請求することは可能です。
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